
令和８年度 富士吉田市会計年度任用職員の募集について 

 

１．応募受付期間 

令和８年２月 16日（月）～令和８年２月 27日（金）（重複の応募は不可） 

２． 募集人数、募集職種、任用期間、勤務時間、給与額等 

・ 別紙「募集職種一覧」参照 

３． 期末手当（賞与）・・・基準日（６月１日、12月１日）において６か月以上の任期があ

り、勤務時間が週 15時間 30分以上の場合、勤務実績に応じて年間最大 4.65月分を支

給 

４． 応募資格 

・ 地方公務員法第 16条※に定める欠格条項に該当しない者 

・ 職ごとの必要資格は、別紙「募集職種一覧」参照 

５． 申し込み方法 

・ 別紙「富士吉田市会計年度任用職員申込書」を応募受付期間内に総務部総務課まで

郵送又は窓口に提出（A４両面印刷） 

・ 資格等を要する職種の場合、申込書と併せて資格等の写しも提出 

・ 窓口に提出する場合は、土日、祝日を除く午前８時 30分～午後５時 15分まで 

・ 郵送の場合は、令和８年２月 27日（金）必着 

〒403-8601 富士吉田市下吉田 6-1-1 総務部総務課 会計年度任用職員募集担当行 

・ 提出された資料は一切返却しない 

６． 選考、採用について 

３月中旬までに面接、面接後、採用・不採用の連絡（日程は各部署から個別連絡） 

７． 社会保険など 

厚生年金・山梨県市町村職員共済組合及び雇用保険に加入（勤務日数や勤務時間により

加入しない場合あり） 

８． 通勤手当 

通勤方法、通勤距離に応じて支給 

９． 休暇等 

10 日以上の年次有給休暇の付与（１週間の勤務日数などにより決定）や、その他休暇

制度あり 

１０．休憩時間 

１日の労働時間が６時間以上の場合、休憩時間１時間あり 

１１．時間外勤務 

別紙「募集職種一覧」の勤務時間以外に、繁忙期など時間外勤務を命じる場合あり 

１２．服務規定 

地方公務員法上の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従

う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限、営利企業

従事の制限（フルタイム勤務のみ））が適用され、違反した場合は懲戒処分等の対象 

１３．問い合わせ 

・ 制度全般について・・・総務課 （0555）22-1111内線 217（担当：羽田） 

・ 仕事内容について・・・「募集職種一覧」の問合先⇒（0555）22-1111に電話後、 

内線番号を伝えてください） 



※ 地方公務員法 第 16条抜粋 

（欠格条項） 

第 16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過し

ない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第 60 条から第 63 条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 


